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令和７年度 第１５回庁議要旨 

日時：令和７年１１月４日（火） 

午前９時～午前９時４５分 

会場：庁議室 

 

[審議事項]  

１ 宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更（議員報酬等の支給）について（総務部） 

 宮城県市町村職員退職手当組合（以下「組合」という。）では、議会議員及び役員（以下「議会議員等」

という。）を置き、支給制限処分等に対する審査請求に係る議会への諮問について答申し、処分の対象と

なる職員の退職手当に関して決定を行うなど、重責ある業務を担っているが、議会議員等に対する報酬

等は宮城県市町村職員退職手当組合規約（昭和３７年規約第３号）に基づき、これまで支給を行ってい

ない。 

 一方、毎年度、各構成団体の収支精算額の状況を勘案しながら負担金制度について検討した上で議会

に付し、方針を決定する必要があることに加え、定年延長や新規加入による職員数の増加、運用基金の

拡大等に伴い、組合設立当時と比較して負担金等の検討事項に対応する必要があることから、議会議員

等の業務についても増加・複雑化している。 

 こうした状況を踏まえ、令和７年１０月、組合長から当該規約の変更について協議の依頼があった。 

 議会議員等に対して報酬等を支給するため、規約を変更することについて市議会の議決を経た上で、

組合構成団体の協議を行うもの。 

 

(1) 主な内容 

  規約中、以下の変更を行う。 

  ア 組合の議会議員に報酬を支給しない旨の規定を削除する。 

イ 組合の役員（組合長及び副組合長）に給料を支給しない旨の規定を削除する。 

 

(2) 今後の予定 

   令和７年１２月 市議会第４回定例会に宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について提案 

   令和８年 １月 議決書抄本及び協議書を組合へ提出 

        ４月 宮城県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約施行 

           （施行予定年月日：令和８年４月１日） 

 

 

 

２ 一般社団法人宮城キッチンカー協会との災害時におけるキッチンカーによる炊き出し等の実施に関

する協定締結について（危機管理部） 

 国は、能登半島地震の教訓を踏まえ、令和６年１２月、「避難生活における良好な生活環境の確保に向

けた取組指針」などを改訂し、災害時に積極的に現場へ駆けつけ、調理・提供ができる「キッチンカー」

を活用することが、避難所に滞在する被災者の食事の質の確保のための有効な手段になるとした。 

令和７年７月、本市から一般社団法人宮城キッチンカー協会へ、災害時におけるキッチンカーによる

炊き出し等の実施に関する協定の締結を申し入れ、協定内容について協議を進めてきた。 
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協議が調ったことから、災害時における避難者等への食事の安定供給を図るため、協定を締結するも

の。 

 

(1) 主な内容 

  ア 協定内容 

災害時に避難所等における炊き出し等の実施 

 

  イ 協定締結期間 

   協定締結の日から令和８年３月３１日（１年ごとに自動更新）とする。 

 

(2) 今後の予定 

   令和７年１１月２５日 協定締結式 

（時間：午前１１時から 場所：防災センター２階多目的ホール） 

 

 

 

３ 石巻市国土強靭化地域計画の策定について（復興企画部） 

 【後日公表】 

 

 

 

４ 石巻市雨水利用タンク普及促進事業補助金の廃止について（市民生活部） 

 本市では、雨水の有効利用を促進し、良好な水資源の循環の確保に資するとともに、地球温暖化の要

因とされる二酸化炭素の排出量抑制と市民の環境意識の向上を図るため、平成２６年度から、雨水利用

タンクを設置した者に対して「石巻市雨水利用タンク普及促進事業補助金」の交付を行ってきた。 

平成２８年度には補助率を拡充し、補助金の交付を実施してきたが、補助件数は事業開始初年度をピ

ークにその後低位で推移していることから、今後の事業のあり方について検討を行う必要がある。 

 石巻市雨水利用タンク普及促進事業補助金を廃止するもの。 

 

(1) 主な内容 

    石巻市雨水利用タンク普及促進事業補助金を廃止する。 

 

 (2) 今後の予定 

   令和７年１１月 市ホームページ等で周知 

令和８年 ３月 石巻市雨水利用タンク普及促進事業補助金交付要綱の廃止 

           （施行予定年月日：令和８年４月１日） 
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５ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について（保健福祉部） 

国は、「こども未来戦略」に基づき、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備す

るとともに、全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強

化するため、令和６年６月、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」を公布し、「乳児等通園

支援事業（こども誰でも通園制度）」を創設した。本事業は、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用

できる新たな通園給付であり、令和７年度に地域子ども・子育て支援事業のうちの一事業として制度化

し、令和８年度から全国の自治体において実施することが求められている。 

本市においても乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を実施するもの。 

 

(1) 主な内容 

    現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間

単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付として、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を

実施する。 

なお、本市では事業者の公募を行い、認可を受けた施設において事業を実施する。 

 

【乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の概要（令和７年度）】 

   ア 対象児童  保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない０歳６か月～満３歳 

未満の未就園児 

  イ 利用時間  子ども１人あたり月１０時間を上限 

  ウ 利 用 料  子ども１人につき１時間３００円程度を標準とし、各施設により設定 

  エ 実施施設  国の基準に基づき本市から認可を受けた施設 

            （保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域   

子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設、児童発達支援センター

等において実施可能） 

   オ 利用方式  定期利用、柔軟利用、定期・柔軟の組み合わせ等の選択制 

 

 (2) 今後の予定 

   令和７年１２月 市議会第４回定例会に石巻市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について提案（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

           関係規則等の改正（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

令和８年 １月 事業者説明会 

        ２月 市議会第１回定例会において関係当初予算案について提案 

        ４月 事業開始 

 

 

 

６ 石巻市桃生高須賀定住センターの廃止について（桃生総合支所、産業部） 

 石巻市桃生高須賀定住センターは、昭和５８年６月に高須賀地区定住促進の農業者等の育成を図るこ

とを目的として設置された。 

 利用開始当初から地元自治会である高須賀部落連合会に管理委託し、指定管理者制度導入後も管理を

行ってきたが、令和７年９月２６日付けで高須賀部落連合会会長より、地元での利用がないことや、構
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成員の高齢化と施設の老朽化が進んでいることを理由に、現在の指定管理期間をもって指定管理を終了

したい旨申し出があった。 

 地域住民や利用団体との協議が調ったことから、石巻市桃生高須賀定住センターを廃止するもの。 

 

(1) 主な内容 

    石巻市桃生高須賀定住センターを廃止する。 

 

   廃止する施設の概要 

     名 称  石巻市桃生高須賀定住センター 

     所 在 地  石巻市桃生町高須賀字下畑１４番地１ 

     建物構造  鉄骨平屋建て 

     敷地面積  ４，８７０．８６㎡ 

     延床面積    ４８９．８㎡ 

設置年度  昭和５８年度 

 

 (2) 今後の予定 

   令和７年１２月  市議会第４回定例会に石巻市桃生高須賀定住センター条例の廃止について提

案（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

     令和８年 ４月  石巻市桃生高須賀定住センター廃止 

 

 

 

７ 石巻南浜津波復興祈念公園の指定管理者の指定について（建設部） 

 石巻南浜津波復興祈念公園については、令和３年度より指定管理者制度を導入し、管理運営を行って

きたが、令和８年３月３１日をもって指定期間が満了となる。 

 効果的かつ効率的な管理運営を図るため、引き続き指定管理者制度を導入し、令和８年４月１日 

からの指定管理者を指定するもの。 

 

(1) 主な内容 

  ア 施設概要等 

① 所在地：石巻市南浜町一丁目ほか 地内 

② 施設概要（市管理部分のみ） 

      公園面積 ：市管理１６．６ｈａ 

     多目的広場：３２，１２２㎡（３．２１ｈａ） 

     松原   ： ５，６０７㎡（０．５６ｈａ） 

     池・湿地 ：１０，６０７㎡（１．０６ｈａ） 

     四阿   ：１基 

     遊具   ：一式 

     休憩・待合スペース ：２棟（鉄骨造平屋建て 延べ床面積１４４．００㎡） 

     作業棟Ａ・公衆トイレ：１棟（木造平屋建て  延べ床面積１８２．１８㎡） 

     作業棟Ｂ・公衆トイレ：１棟（木造平屋建て  延べ床面積１７８．８７㎡） 
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     公衆トイレ     ：１棟（木造平屋建て  延べ床面積 ３４．７８㎡） 

     開園時間 ： ４月～９月：午前９時～午後６時 

           １０月～３月：午前９時～午後５時 

     休 園 日 ：なし（参考：公園内の県伝承施設は毎週月曜休館日※ただし１１日は開館） 

 

  イ 指定管理者候補者及び選定方法 

① 選定候補者 石巻南浜津波復興祈念公園マネジメント共同事業体 

      代表 一般財団法人公園財団 理事長 舟引 敏明 

      （東京都文京区関口一丁目４７番１２号 江戸川橋ビル２階） 

② 選定方法  公募 

③ 選定理由  公募型プロポーザル方式を採用し、応募のあった１団体から提出された事業計 

画書等について、令和７年１０月２４日開催の宮城県土木部指定管理者選定委 

員会及び石巻南浜津波復興祈念公園指定管理者候補者選定委員会（同時開催） 

において、事業計画、収支計画、申請者の能力等を総合的に評価し、採点方式 

により適格とされた候補者を指定管理者として選定するものである。 

 

   ウ 指定期間   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

 (2) 今後の予定 

   令和７年１２月 市議会第４回定例会に指定管理者の指定及び債務負担行為の補正予算案につい

て提案 

令和８年 ３月 基本協定の締結 

        ４月 年度協定の締結、管理運営開始 

 

 

 

８ 第２次石巻市空家等対策計画の策定について（建設部） 

 【後日公表】 

 

 

 

９ 文化芸術振興基金の創設について（教育委員会） 

 博物館の役割は、資料の収集、保管、展示のほか、これら資料に関する調査研究を行うこととされて

おり、石巻市博物館においては、毛利コレクションをはじめ、旧石巻文化センター資料など、石巻地域

の人々の暮らしや文化、歴史を後世に受け継いでいくべき貴重な資料を所蔵しているが、膨大な点数と

なっており、その多くは調査整理の途中である。 

 このような状況を踏まえ、市内の篤志の方から、早期の資料調査を実施し、その結果を広く市民に公

開してほしいということで、寄附の相談をいただいている。 

 また、本市が設立に当たって１２０，０００千円を出捐していた公益財団法人石巻市芸術文化振興財

団が令和７年４月１日をもって解散したが、現在、清算事務が進められており、その残余財産について、

本市に寄附をいただくこととなっている。 
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 本市の社会教育施設は、文化芸術をはじめとする生涯学習の活動拠点としての役割を有しているが、

老朽化が進んできており、その対応も急務となっている。 

 本市の文化芸術の振興に資するよう、市民一人一人が生涯を通して学ぶことのできる環境の整備、多

様な学習機会や発表の場の提供等に活用するため基金を創設するもの。 

 

(1) 主な内容 

ア 設置目的   本市文化芸術の振興を図るため。 

イ 積立て    当該年度の予算で定める額の範囲内の額。 

ウ 基金の管理  基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により

保管するものとし、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に換えることが

できる。 

エ 運用益金   一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。 

オ 処分     基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、全部

または一部を処分することができる。 

カ 繰替運用   財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 

(2) 今後の予定 

   令和７年１１月 令和７年石巻市教育委員会第１１回定例会において報告 

        １２月 市議会第４回定例会に石巻市文化芸術振興基金条例の制定及び関係補正予算案

を提案（施行予定年月日：令和８年１月１日） 

    令和８年 ２月 市議会第１回定例会に関係補正及び当初予算案を提案 

 

 

 

 

[報告事項] 

１ 石巻市放課後児童健全育成事業における施設職員等による虐待の通報義務創設に伴う関係条例の見

直しについて（保健福祉部） 

「児童福祉法の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）」が令和７年４月２５日に公布され、こ

れまで児童養護施設等に従事する者が児童に行う虐待を発見した際に設けていた通報義務について、新

たに放課後児童健全育成事業等にも適用された。これを受け、同法の条文を引用する「石巻市放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」について見直しが必要になった。 

 

石巻市放課後児童健全育成事業において、施設職員等による虐待の通報義務創設に伴い、関係条例の

見直しを行うもの。 

 

(1) 主な内容 

   「石巻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」は、国の「放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」に準じて規定されていることから、今回の改正を機に、

国の規定を引用する条例に改めるため全部改正を行う。 
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見直しの内容は次のとおり。 

 改 正 現 行 

施設職員等から児童に対する虐待

への対応の強化 

虐待の発見者の通報義務

あり 

虐待の発見者の通報義務

なし 

 

(2) 今後の予定 

令和７年１２月 市議会第４回定例会に石巻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の全部改正について提案（公布の日から施行） 

 

 

 

 

【その他】 

・全国鯨フォーラム２０２５石巻に係る職員従事への御礼（市長） 

・インフルエンザによる学級閉鎖に係る状況報告について（教育長） 

・令和７年度石巻市市政功労表彰式に係る職員従事について（総務部） 

・令和７年度石巻市総合防災訓練について（危機管理部） 

・大雨警報発表（１１月１日）に伴う対応について（危機管理監） 

 

 

 

 

以上 


